
副校長　吉田　和文

「小学校設置基準」（平成14年3月29日文部科学省令第14号）の（情報の積極

的な提供）第3条　小学校は、当該小学校の教育活動その他学校運営の状況につ

いて、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

これをうけて、「横浜市学校情報公開指標」が出されました。学校は、平成16

年度から「指標」に掲げられた学校情報を公開することになりました。

そこで、本校では、児童一人ひとりの健やかな成長を廣って指導している現状

をこのような冊子に学校の情報としてまとめました。学校教育目標や様々な行事

及び各指導計画・予算執行計画等をわかりやすくまとめたつもりです。

この冊子を遺して、保護者の皆様や地域の方々に，本校の教育活動全体をより深

く知っていただき，今まで同様，さらなるご指導とご支援をいただければ幸いで

す。
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